
◎ 成 年度を初年度とする 療費適 化計 （ 年計 成 年度ま ） お 政策 標を掲げ 療費 伸びを適 化

医療費適正化計画の中間評価（概要）

医療費適正化計画の基本的考え方

◎ 平成２０年度を初年度とする医療費適正化計画（５年計画：平成24年度まで）において、政策目標を掲げ、医療費の伸びを適正化
・ 国民の健康の保持の推進 → 政策目標：特定健診の実施率を70％、特定保健指導の実施率を45％（平成24年度）

メタボ該当者及び予備群を平成20年度から10％以上減少（平成24年度）
・ 医療の効率的な提供の推進 → 政策目標：全国平均（32.2日）と最短の長野県（25日）の差を９分の３（29.8日）に縮小 （平成24年度）

国 都道府県共同作業

○ 全国医療費適正化計画・医療費適正化基本方針の作成
○ 都道府県における事業実施への支援

国

○ 都道府県医療費適正化計画の作成
○ 事業実施（生活習慣病対策、平均在院日数の縮減）

都道府県共同作業

各保険者

◎ 医療費適正化計画は５年を一期とする計画であり 中間年度の22年度において 計画の進捗状況に関しての中間評価を実施。

○保険者に、４０歳以上の加入者に対して、糖尿病等に着目した健康診査及び保健指導の実施を義務付け

中間年度における進捗状況

◎ 医療費適正化計画は５年を 期とする計画であり、中間年度の22年度において、計画の進捗状況に関しての中間評価を実施。

特定健診・保健指導の実施率 平均在院日数の縮減

20年度 21年度

特定健診の実施率 38.9％ 40.5％

18年度 20年度

全国平均 32.2日 31.3日

特定保健指導終了率 7.7％ 13.0％

※ 21年度は速報値である。

【実施率向上に有効と考えられる取組】

がん検診等との同時実施
未受診者への受診勧奨

最短県 25.0日 23.9日

※ 18年度の最短県は長野県、20年度は東京都である。

【医療の効率的な提供体制の推進の取組】
地域連携パスの普及
在宅医療の推進未受診者への受診勧奨

電話や個別訪問による通知の実施
地域人材の活用 など。

在宅医療の推進
かかりつけ医・薬局等の普及啓発 など。

※療養病床数の目標は凍結、機械的削減は行わない

インセンティブの在り方等を検討会で議論（23年４月～） 病院間・在宅との連携のあり方等について検討

第２期（平成25年度～）の医療費適正化計画に反映


